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議 案 第 １ 号 関 係

秋 田 都 市 計 画 火 葬 場 の 変 更 （ 秋 田 市 決 定 ）

都 市 計 画 火 葬 場 中 第 １ 号 秋 田 市 斎 場 を 次 の よ う に 変 更 す る 。

名 称

位 置 面 積 備 考

番 号 火 葬 場 名

１ 秋 田 市 斎 場 秋 田 市 外 旭 川 字 山 崎 約 14,300㎡ 27体 /日

「 区 域 は 計 画 図 表 示 の と お り 」

変 更 理 由

現 在 の 秋 田 市 斎 場 は 築 後 2 6年 経 過 し 、 建 物 の 老 朽 化 お よ び 火 葬

炉 の 消 耗 が 著 し い こ と や 将 来 火 葬 需 要 へ 対 応 す る た め 、 全 面 改 築

を 行 う 上 で 計 画 区 域 の 拡 大 が 必 要 と な る こ と か ら 、 本 案 の と お り

区 域 を 変 更 す る も の で あ る 。
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変 更 理 由

秋 田 市 斎 場 は 、 外 旭 川 字 山 崎 地 内 の 現 在 地 に 昭 和 3 1年 ８ 月 に 開

設 さ れ 、 そ の 後 、 昭 和 55 年 か ら 昭 和 56 年 に か け て 老 朽 化 に 伴 う 全

面 改 築 を 行 い 昭 和 5 7年 ４ 月 に 供 用 開 始 し 、 現 在 に 至 っ て い る 。 ま

た 、 都 市 計 画 決 定 の 変 遷 と し て は 、 昭 和 3 0年 に 当 初 決 定 し 、 昭 和

5 6年 の 全 面 改 築 時 と 、 平 成 ９ 年 の 駐 車 場 の 増 設 時 に 区 域 の 変 更 を

行 っ て い る 。

現 在 の 秋 田 市 斎 場 は 、 築 後 2 6年 経 過 し 、 建 物 の 老 朽 化 お よ び 火

葬 炉 の 消 耗 が 著 し く 、 故 障 に よ る 業 務 停 止 を 未 然 に 防 止 し 、 円 滑

な 業 務 を 行 う た め 、 全 面 改 築 を 実 施 す る 必 要 が あ る 。

改 築 に あ た っ て は 、 現 在 の 斎 場 を 運 営 し な が ら の 施 工 と な る こ

と や 、 増 加 す る 将 来 の 火 葬 需 要 へ 対 応 す る た め 、 計 画 区 域 の 拡 大

が 必 要 と な る こ と か ら 、 本 案 の と お り 区 域 を 変 更 す る も の で あ る 。
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変 更 対 照 表 （ 秋 田 市 決 定 ）

（ 変 更 前 ）

名 称

位 置 面 積 備 考

番 号 火 葬 場 名

１ 秋 田 市 斎 場 秋 田 市 外 旭 川 字 山 崎 約 6,100㎡ 18体 /日

（ 変 更 後 ）

名 称

位 置 面 積 備 考

番 号 火 葬 場 名

約 14,300㎡ 27体 /日１ 秋 田 市 斎 場 秋 田 市 外 旭 川 字 山 崎

（ 主 な 変 更 事 項 ）

区 域 、 面 積 の 変 更
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